
広報おおはる25 2023（令和5）年10月号

問合せ先　役場　住民課　内線121・17４

　役場住民課では、マイナンバーカードの申請受付を行っていますので、これから申請を考えている方は
是非ご利用ください。顔写真の撮影から申請手続きまで、すべて住民課職員が代わりに行います。手ぶら
で窓口へお越しください。

※混み具合により、待ち時間が生じることがあります。
※その他の住民課窓口業務は行いません。

１０月の休日受付窓口
と　き １０月2９日(日)午前9時～正午
ところ 役場　住民課窓口

マイナンバーカードマイナンバーカード
あんなとき　こんなとき

よくあるマイナンバーカードの「こんなとき、どうすれば？」に答えます。

マイナンバーカードの暗証番号、なんだったっけ？

どうしよう！　マイナンバーカード、なくしちゃった…

あれ？　このマイナンバーカード、有効期限切れてる…

カードを作りたいけど、申請書が手元にない…

役場住民課で、暗証番号の再設定ができます。（本人の来庁が必要）

役場住民課で、再交付の申請をすることができます。
手数料は1枚1,000円(800円＋電子証明書発行手数料200円)です。

そのカードは既に失効しています。役場住民課に返納してください。
希望する方は、返納後にあらためて再交付申請することができます。
(なお、有効期限が近づきますと更新案内の通知が届きますので、忘れずにお手続きください。)

役場住民課で、あらためて申請書を発行できます。
また、役場住民課ではオンラインでの申請の代行も行っています。

詳しくは住民課へ
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